
 

津市公告第７２号  

次のとおり津市新最終処分場前処理施設・浸出水処理施設建設工事に係る見

積設計図書提出の公募を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（ 

平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により公

告します。  

平成２６年５月８日  

 

津市長  前  葉  泰  幸 

 

１ 見積設計図書の対象となる工事概要 

⑴ 工事名    津市新最終処分場前処理施設・浸出水処理施設建設工事 

⑵ 工事場所   津市美杉町下之川地内 

⑶ 工事内容   見積設計仕様書による。 

⑷ 工事発注方式 設計・施工一括発注方式（性能発注方式） 

⑸ 契約期間   契約締結日から平成２８年３月中旬まで(予定)。 

⑹ 問い合わせ先 〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 

          津市役所本庁舎３階 

 津市環境部新最終処分場建設推進課 

電話 ０５９－２２９－３２８６ 

        Mail 229-3286@city.tsu.lg.jp 

２ 見積設計図書に付す事項 

当該公告は上記工事に係る入札を行うために、見積設計仕様書に示した内

容に基づき技術提案を求めるものであり、下記事項を承諾した上で見積設計

図書の提出を行うこと。なお、今回の見積設計図書の提出は上記工事の入札

参加資格条件の一つとする予定である。 

⑴ 提出された見積設計図書について、技術審査を行い、発注仕様書を作成

する。ただし、見積設計図書の技術審査の結果、提案が採用されない場合

がある。 

⑵ 見積設計図書の内容が一般的に使用されているものである場合は、その 

後の工事において、無償で使用できるものとする。ただし、工事所有権等

の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。 

⑶ 本市が技術提案を適正と認めることにより、設計及び工事に関する請負



 

業者の責任が軽減されるものではない。 

⑷ 提出された見積設計図書は下記のとおり取り扱うものとする。 

ア 見積設計図書の作成等に要する費用は、提出者の負担とする。 

イ 見積設計図書の返却は行わない。 

ウ 見積設計図書の情報公開請求があった場合は、津市情報公開条例に基

づき、提出書類を公開することがある。 

エ 見積設計図書の提出後における提案内容の変更は原則認めない。ただ

し本市の指示等により変更する場合はこの限りではない。 

⑸ 見積設計図書が下記のいずれかに該当する場合は、無効とする場合があ

る。 

  ア 文字の解読しがたいもの又は改ざんしたもの 

  イ 記名押印のないもの 

  ウ 本市が特に指定した事項に違反するもの又は指定した事項と異なるも

の 

⑹ 工事の入札は、別途日時、方法等を定め、発注仕様書の内容を満たす見

積設計図書提出者を対象に執行する予定である。発注仕様書の内容を満た

す見積設計図書提出者は、特別の理由がない限り当該見積設計図書に基づ

く入札を行うものとし、見積設計図書にて提案した内容は必ず担保するこ

と。 

⑺ 見積設計図書提出後、その内容について提出者からヒアリングを実施す

る。実施日時は、別途、事前に通知する。 

⑻ 本市が必要と認めたときは、見積設計図書の受付を延期、中止、又は取

り消すことがある。この場合において、見積設計図書提出者は、本市に対

して、見積設計図書の作成等に要する費用や損害賠償請求をすることがで

きない。 

⑼ 見積設計図書に使用する言語は日本語、計量単位は計量法に定めるもの、

通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

３ 見積設計図書提出に必要な資格 

見積設計図書提出者は、参加資格審査申請書提出日までに次に掲げる条件

をすべて満たしていること。 

⑴ 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

⑵ 津市建設工事等指名停止基準による指名停止を受けていない者 

⑶ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の



 

許可（機械器具設置工事業又は清掃施設工事業）を受けている者 

⑷ 現行の津市競争入札参加資格者名簿において機械器具設置工事又は清掃

施設工事を希望業種として登載されている者で、平成２６～２９年度入札

参加資格審査申請を受理され引き続き名簿登載予定であること。 

⑸ 三重県、愛知県又は岐阜県内に本店又は支店若しくは営業所等（建設工

事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所をいう。）

を有する者 

⑹ 審査基準日が平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の機械器具設置工事又

は清掃施設工事の総合評定値が、１,０００点以上の者 

⑺ 本工事に機械器具設置工事又は清掃施設工事の監理技術者を専任で配置

できること。ただし、本件の参加資格審査申請書提出日において連続３か

月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

⑻ 官公庁等で発注された本工事と同種工事で、過去１０年間（平成１６年

度以降）に施工が完了した、次の元請実績を有する者（共同企業体による

工事の場合は、出資比率が２０％以上とする。） 

・日量３０m3以上の水処理能力を有する一般廃棄物最終処分場浸出水処

理施設建設工事 

⑼ 手形交換所からの取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実が

あり、又はこれらに準ずる経営状態の著しく不健全でない者 

⑽ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基

準日とする経営事項審査（その日以降迎えた決算日を基準日とする経営事

項審査を受けている場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に基づき、

建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は更生計画

が認可された者を除く。 



 

⑾ 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に

経営を支配する企業又はこれに準じる者でないこと。 

⑿ 本工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面にお

いて関連がある者でないこと。 

   なお、本工事に係る設計業務等に関与した者は下記のとおりである。 

ア 「津市新最終処分場等施設整備実施設計業務委託」に関与した者 

八千代エンジニヤリング株式会社 

イ 「津市新最終処分場等施設整備基本設計業務委託」に関与した者 

株式会社日建技術コンサルタント 

⒀ 上記⑶、⑷、⑹、⑺及び⑻における業種については、機械器具設置工事

又は清掃施設工事、いずれかの業種で統一すること。 

４ 見積設計図書提出に関する手続き 

⑴ 見積設計仕様書及び関係資料の公表 

ア 公表日 

平成２６年５月８日（木） 

イ 公表方法 

市ホームページへ掲載する。 

⑵ 見積設計仕様書等に関する質問（第１回目）の受付 

見積設計仕様書等に記載の内容に関する質問（第１回目）を下記のとお

り受け付ける。 

ア 受付期間 

平成２６年５月８日（木）午前９時から平成２６年５月１４日（水）

午後５時まで。受付時間は、午前９時から午後５時までとし、土曜日、

日曜日を除く。 

イ 提出方法 

見積設計仕様書等に関する質問書（第１回目）【様式３】に内容を明

確かつ簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出すること。 

電子メールの標題は「見積設計仕様書等に関する質問」とし、提出後、

１中⑹の問い合わせ先へ必ず電話にて受信確認を行うこと。これ以外の

方法（持参、郵送、ファックス等）による提出は無効とする。 

なお、電話、口頭等による質問及び提出期限を過ぎて提出された質問

は受け付けない。 



 

質問者には、質問の内容確認を行うことがある。 

ウ 提出先 

１中⑹と同じ。 

⑶ 見積設計仕様書等に関する質問（第１回目）に対する回答 

見積設計仕様書等に関する質問（第１回目）に対する回答は、平成２６

年５月２１日（水）までに市ホームページに掲載する。不当に混乱を招く

ことが危惧されると判断した質問については回答しない場合がある。 

なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しない。 

⑷ 参加資格審査申請書等の受付 

見積設計図書提出希望者は、参加資格審査申請書【様式１】及び以下の

添付資料を提出して、参加資格の確認を受けること。 

なお、期限までに参加資格審査申請書及び資料を提出しない者、又は参

加資格がないと認められた者は、見積設計図書の提出はできない。 

ア 提出期限 

平成２６年５月２３日（金）午後５時まで。 

イ 提出場所 

１中⑹と同じ。 

ウ 提出書類 

(ｱ) 参加資格審査申請書【様式１】 

(ｲ) ３中⑶に定める機械器具設置工事又は清掃施設工事に係る特定建設

業の許可証の写し 

(ｳ) ３中⑹に定める審査基準日の経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書の写し 

(ｴ) 営業所専任技術者証明書の写し（建設業許可申請に必要な営業所の

専任技術者調書の写し） 

(ｵ) ３中⑺に定める配置予定監理技術者の資格証（表・裏）及び監理技

術者講習修了証の写し並びに雇用関係が確認できる書類 

なお、申請した当該監理技術者を入札参加申請時において変更する

ことは可能であるが、３中⑺の条件を満たす者を配置すること。 

(ｶ) ３中⑻に定める施工実績を証する書類（施工実績届出書【様式２】

及び工事内容等が確認できる書類） 

(ｷ) ３中⑴、⑵、⑼～⑿に定める事項に対する宣誓書【様式５】 

(ｸ) 上記(ｱ)～(ｶ)における業種については、機械器具設置工事又は清掃



 

施設工事、いずれかの業種で統一すること。 

エ 提出方法 

申請書等を作成し、持参により提出すること。これ以外の方法（郵送、

ファックス、電子メール等）による提出は認めない。 

文字の大きさは、原則１１ポイント以上とする。 

オ 辞退する場合 

申請書を提出した後に見積設計図書提出を辞退する場合は、平成２６

年６月９日（月）午後５時までに、見積設計図書提出辞退届【様式６】

を持参又は郵送（必着）により１中⑹まで提出すること。 

なお、提出を辞退した場合に、今後、本市が行う以後の業務について 

不利益な取扱いを受けるものではない。 

⑸ 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査の結果については、平成２６年６月３日（火）までに応募

者に対し、書面にて通知する。同時に参加資格があると認められた者に対

しては、参加資格証明書の交付を行う。 

なお、参加資格がないと判断された場合、上記通知日から７日以内に書

面（任意様式）により説明を求めることができる。 

⑹ 見積設計仕様書等に関する質問（第２回目）の受付 

見積設計仕様書等に記載の内容に関する質問（第２回目）を下記のとお

り受け付ける。 

ア 受付期間 

平成２６年６月３日（火）午前９時から平成２６年６月１３日（金）

午後５時まで。受付時間は、午前９時から午後５時までとし、土曜日、

日曜日を除く。 

イ 提出方法 

見積設計仕様書等に関する質問書（第２回目）【様式４】に内容を明

確かつ簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出すること。 

電子メールの標題は「見積設計仕様書等に関する質問」とし、提出後、

１中⑹の問い合わせ先へ必ず電話にて受信確認を行うこと。これ以外の

方法（持参、郵送、ファックス等）による提出は無効とする。 

なお、電話、口頭等による質問及び提出期限を過ぎて提出された質問

は受け付けない。 

質問者には、質問の内容確認を行うことがある。 



 

ウ 提出先 

１中⑹と同じ。 

⑺ 見積設計仕様書等に関する質問（第２回目）に対する回答 

見積設計仕様書等に関する質問（第２回目）に対する回答は、平成２６

年６月２４日（火）までに市ホームページに掲載する。不当に混乱を招く

ことが危惧されると判断した質問については回答しない場合がある。 

なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しない。 

⑻ 見積設計図書の提出 

参加資格証明書の交付を受けた見積設計図書提出希望者は、次により見

積設計図書を提出すること。 

ア 提出期限 

平成２６年７月７日（月）午後５時まで。 

イ 提出場所 

１中⑹と同じ。 

  ウ 提出書類 

見積設計図書一式（詳細は見積設計仕様書のとおり） 

エ 提出方法 

見積設計図書は、Ａ４判パイプ式ファイル（２穴、取り外し可能なも

の）でまとめ、正本１部、副本５部を持参により提出すること。 

また、図面を除き全てMicrosoft Office Word 2007又はMicrosoft 

Office Excel 2007、図面はAdobe Acrobat PDFにより電子データ化し、

電子データを納めたCD-R（正本１枚、副本１枚）を提出すること。郵送、

ファックス及び電子メールによる提出は認めない。 

なお、見積設計図書の文字の大きさは、原則１１ポイント以上とする。 

オ  提出書類に対する質問 

本市は、提出された見積設計図書の内容について、不明な点等がある

場合は、電子メールにて、提出者に対して質問を送付する。 

見積設計図書提出者は、本市からの質問に対し、質問書に記載された

期日までに電子メールにて本市へ回答を送付すること。 

⑼ 見積設計図書に係るヒアリングの実施 

本市は、提出された見積設計図書について、ヒアリングを実施する。 

ヒアリングでは、見積設計図書の内容及び本市が事前に見積設計図書提

出者に質問を送付し見積設計図書提出者が回答したこと等について確認等



 

を行う。 

ア 日時 

平成２６年７月（下旬）実施予定 

イ 場所 

見積設計図書提出者に対し、後日通知 

ウ 留意事項 

(ｱ) ヒアリングは、紙面資料によるプレゼンテーションとする。紙面資

料の部数については、後日通知する。 

(ｲ) 本市は、ヒアリング等で確認された事項を反映した見積設計図書

（改訂版）の提出を求めることがある。その場合は、見積設計図書提

出者は速やかに見積設計図書（改訂版）を作成し提出すること。 

提出方法については、見積設計図書等の提出方法（４中⑻エ）と

同じとする。 

(ｳ) ヒアリング時の議事録は公開することがある。 

５ スケジュール一覧表 

時期 内容 

平成２６年 ５月 ８日（木） 見積設計図書提出に係る公告 

平成２６年 ５月 ８日（木） 見積設計仕様書の公表 

平成２６年 ５月 ８日（木）～

平成２６年 ５月１４日（水） 

見積設計仕様書等に関する質問受付

期間（第１回目） 

平成２６年 ５月２１日（水） 
見積設計仕様書等に関する質問回答

期限（第１回目） 

平成２６年 ５月 ８日（木）～

平成２６年 ５月２３日（金） 

参加資格審査申請書類の受付期間 

※提出は、持参に限る。 

平成２６年 ６月 ３日（火） 参加資格の審査結果の通知期限 

平成２６年 ６月 ３日（火）～

平成２６年 ６月 ９日（月） 

参加資格審査結果に係る説明要求の

受付及び見積設計図書提出後の参加

辞退の受付期間 

平成２６年 ６月 ３日（火）～

平成２６年 ６月１３日（金） 

見積設計仕様書等に関する質問受付

期間（第２回目） 



 

平成２６年 ６月２４日（火） 
見積設計仕様書等に関する質問回答

期限（第２回目） 

平成２６年 ７月 ７日（月） 見積設計図書の提出期限 

平成２６年 ７月下旬 見積設計図書に関するヒアリング 

平成２６年 ９月上旬 最終発注仕様書の確定 

平成２６年１０月上旬 入札公告（予定） 

注意：上記期間においては、土曜日、日曜日、祝・休日を除くものとする。 


